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県内大学リレー寄稿

第62回  東日本大震災原発災害と福島県内経済主体への影響
          ─福島県民経済計算の制度部門別所得支出勘定から─〈前編〉

山川 充夫
福島大学名誉教授・福島大学FURE客員教授

山川 充夫（やまかわ  みつお）
1947年、愛知県生まれ。東京大学大学院理学系研究科地理学専門課程博士
課程中退、博士（学術、東京大学）。東京都立大学理学部（助手）、福島大
学経済学部・経済経営学類（教授、学部長、理事・副学長、ＦＵＲＥセン
ター長等）、帝京大学経済学部地域経済学科（学科長）を経て、現在、福
島大学名誉教授。専門は経済地理学・地域経済学・災害復興支援学。学術
界活動は、経済地理学会会長（元）・日本地域経済学会長（現）・日本学術
会議会員（2011年～ 2017年）・同連携会員（2017年～現在）など。

福島県民が地震、津波、原発事故、そして風評被害という四重
苦を克服しながら復興・再生に向かうには、県民はもちろん、
産学官一体による長期かつ継続的な取り組みが欠かせない。経
済・社会が高度化・グローバル化する中、地域の発展を図る上
で、「知の拠点」としての大学による地域貢献に大きな期待が寄
せられている。そこで弊誌では、県内の大学に蓄積された知的
資源を広く地域社会に提供・還元する一助として、誌面にて本
県の諸課題を論考して頂く「フクシマの未来像」を企画した。



1242020.12

※４）山川充夫（2020）「ふくしま復興とイノベーショ
ン・コースト構想」『帝京大学地域活性化研究センター
年報』第 4巻、50-71．

※５）復興庁「復興の現状と課題」2020 年 9 月、
https://www.reconstruction.go.jp/topics/
main-cat1/sub-cat1-1/material/2020_9_
genjoutokadai.pdf（2020 年 10 月 2日閲覧）

※６）山川充夫（2016）「脱原発・再エネ導入と地
域経済循環の確立」『地理』第 61巻第 3号、60-68．

※１）「国の責任　高裁で初認定─福島原発被災者訴訟
─」『東京新聞』2020年10月1日号。

※２）山川充夫（2018）「原発集団訴訟と日本学術会
議提言─前橋判決に見る避難継続の合理性─」『判例
時報』2382、129-137．

※３）山川充夫（2020）「原発事故とふくしまの復
興課題─帰還促進から人間の復興へ─」『日本災害復
興学会論文集』第 15号、65-74．

１
．
は
じ
め
に

　

東
日
本
大
震
災
・
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
災
害
か
ら
10

年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
大
災
害
は
、
地
震
・
津
波
・
原

発
事
故
の
３
つ
を
原
因
と
し
て
お
り
、
未
曽
有
の
「
複
合
災
害
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
し
地
震
・
津
波
に
よ
る
災
害
は
基
本
的

に
自
然
災
害
で
あ
る
が
、
原
発
事
故
災
害
は
、
９
月
30
日
に
仙
台

高
等
裁
判
所
が
東
京
電
力
福
島
第
一
原
発
事
故
被
災
者
訴
訟
で
判

決
を
出
し
た
よ
う
に
、
国
・
東
京
電
力
が
責
任
を
取
る
べ
き
人
為

災
害
で
あ
る※

１
。
そ
の
原
因
で
あ
る
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン
し
た
原
子
炉
は
、

「
冷
温
停
止
」
状
態
に
あ
る
も
の
の
、
本
格
的
な
廃
炉
作
業
に
は

着
手
出
来
ず
、
汚
染
土
や
汚
染
水
へ
の
対
応
に
も
大
き
な
問
題
を

抱
え
て
い
る
。
低
線
量
放
射
線
被
曝
へ
の
危
惧
の
み
な
ら
ず
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
な
ど
生
活
環
境
が
未
再
生
で
あ
る
こ
と
へ
の
不
安

は
、
避
難
者
に
帰
還
を
躊
躇
さ
せ
て
い
る
（
山
川
、
２
０
１
８※

２
）。

　

政
府
は
「
復
興
構
想
７
原
則
」（
２
０
１
１
年
６
月
25
日
）
を
受

け
て
制
定
さ
れ
た
「
東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
」（
２
０
１
１
年
）

の
第
２
条
に
基
づ
き
、「
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
」（
２
０
１
２

年
）
を
制
定
し
た
。
こ
の
特
別
措
置
法
に
拠
り
、
２
０
１
２
年
７

月
13
日
に
「
福
島
復
興
再
生
基
本
方
針
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
以

降
、「
２
０
２
０
東
京
五
輪
」
開
催
に
向
け
、
福
島
の
帰
還
・
復
旧
・

復
興
政
策
は
具
体
化
さ
れ
、
３
度
の
見
直
し
を
経
て
帰
還
政
策
が

加
速
化
さ
れ
た
（
山
川
、
２
０
２
０※

３
）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
加

速
化
は
、
除
染
作
業
・
防
潮
堤
建
設
・
道
路
整
備
・
中
間
貯
蔵
施

設
建
設
・
産
業
団
地
整
備
な
ど
の
ハ
ー
ド
イ
ン
フ
ラ
に
偏
重
し
、

避
難
者
の
帰
還
に
必
要
な
生
活
イ
ン
フ
ラ
や
心
身
健
康
へ
の
支
援

が
遅
れ
て
い
る
。
復
興
政
策
の
重
点
は
、
帰
還
困
難
区
域
内
で
の

特
定
再
生
復
興
拠
点
の
整
備
と
、
廃
炉・ロ
ボ
ッ
ト・エ
ネ
ル
ギ
ー・

農
林
水
産
業
等
の
分
野
で
、
技
術
開
発
を
通
じ
た
新
産
業
創
出
を

支
援
す
る
拠
点
の
整
備（
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン・コ
ー
ス
ト
構
想
）

（
山
川
、
２
０
２
０※

４
）
に
移
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
期
待
さ
れ
る
担

い
手
も
避
難
の
帰
還
者
か
ら
新
規
の
移
住
者
に
転
換
す
る
気
配
が

強
く
な
っ
て
い
る
。

※
５

　

東
日
本
大
震
災
原
発
災
害
（
以
下
、
震
災
）
に
よ
る
経
済
的
な

影
響
は
、
原
発
稼
働
停
止
を
通
じ
て
、
福
島
県
な
ど
原
発
立
地
県

の
電
気
業
等
の
総
生
産
を
著
し
く
低
下
さ
せ
た
が
（
山
川
、
２
０

１
６※

６
）、
震
災
地
に
膨
大
な
復
興
予
算
が
投
入
さ
れ
、
除
染
作
業

や
ハ
ー
ド
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
に
よ
る
建
設
業
と
そ
の
関
連
産
業

（
鉱
業
、
不
動
産
業
、
運
輸
業
、
公
務
）
の
総
生
産
を
増
加
さ
せ

た
（
山
川
、
２
０
１
７※

７
）。
福
島
県
民
経
済
計
算
の
「
統
合
勘
定
」

か
ら
は
、
総
生
産
に
お
い
て
は
自
営
業
者
や
企
業
経
営
者
に
負
の

影
響
が
強
く
出
た
こ
と
、
義
捐
金
・
損
害
保
険
金
・
原
発
賠
償
金
・

国
庫
支
出
補
助
金
な
ど
が
県
外
か
ら
の
経
常
移
転
を
拡
大
さ
せ
た

こ
と
、
国
家
財
政
出
動
が
政
府
最
終
消
費
支
出
の
増
大
と
し
て
現

れ
た
こ
と
な
ど
を
確
認
出
来
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
福
島
県
内
経

済
活
動
の
資
金
を
潤
沢
に
し
、
旺
盛
な
固
定
資
本
形
成
の
増
加
と

県
民
可
処
分
所
得
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
可
処
分
所
得
の

増
加
が
家
計
現
実
最
終
消
費
の
増
加
を
底
支
え
し
、
県
民
貯
蓄
を

維
持
し
て
き
た
。
し
か
し
民
間
最
終
消
費
支
出
の
回
復
へ
の
足
取

り
は
重
く
、
む
し
ろ
財
貨
・
サ
ー
ビ
ス
や
雇
用
に
つ
い
て
は
県
外

へ
の
依
存
が
高
ま
っ
た
（
山
川
、
２
０
２
０※

８
）。

　

本
稿
の
目
的
は
、『
福
島
県
民
経
済
計
算
』
の
う
ち
制
度
部
門
別

所
得
支
出
勘
定
を
素
材
と
し
て
、
福
島
県
内
の
経
済
主
体
別
（
非

金
融
法
人
企
業
、
金
融
機
関
、
一
般
政
府
、
家
計
、
対
家
計
非
営
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済活動を生産・分配・支出の３つの側面からとらえ、
県経済の規模や成長率、構造、所得水準、長期推移
などを包括的、整合的に明らかにするもの」（福島県、
2020；１）である。

※ 10）https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/
reference4/yougo_top.html

※ 11）県内総生産は産出額から中間投入（原材料・
光熱水費等）を差し引いた市場価格表示である。

※ 12）県民所得と生産・輸入品に課される税（控除）・
補助金と県外からのその他の経常移転（純）を合算
した金額である。

※７）山川充夫（2017）「東日本大震災・原子力災
害と地域経済─県民経済計算による経済活動別の地
域動向から─」伊東維年編著『グローカル時代の地
域研究─伊東維年教授退職記念論集─』日本経済評
論社、345-358．

※８）山川充夫（2020）「原発災害復興と地域経済
循環─福島県民経済計算「統合勘定」からみる─」
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター『福
島大学うつくしまふくしま未来支援センター令和元
年度年報』72-77．

※９）県民経済計算は「県民経済計算は、県内の経

利
団
体
）
の
経
済
動
向
を
概
観
す
る
こ
と
に
あ
る
。『
制
度
部
門
別

所
得
支
出
勘
定
』
と
は
、
企
業
や
政
府
、
家
計
な
ど
に
お
い
て
、

生
産
の
対
価
と
し
て
受
け
取
っ
た
所
得
が
、
ど
の
よ
う
に
再
分
配

（
所
得
移
転
）
さ
れ
た
か
を
把
握
し
、
そ
の
結
果
、
処
分
可
能
と

な
っ
た
所
得
を
最
終
消
費
と
貯
蓄
に
ど
う
割
り
当
て
た
か
を
記
録

し
た
」（
福
島
県
、
２
０
１
９
：
26
）
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
「
制

度
部
門
別
所
得
支
出
勘
定
」
に
視
点
を
あ
て
る
地
域
経
済
学
的
意

義
は
、「
統
合
勘
定
」
で
は
概
念
的
に
登
場
し
な
い
一
般
政
府
や
対

家
計
非
営
利
団
体
な
ど
の
経
済
主
体
の
活
動
状
況
も
描
き
出
す
こ

と
が
出
来
る
こ
と
に
あ
る
。
福
島
県
経
済
が
震
災
か
ら
ど
の
よ
う

に
復
旧
復
興
し
て
き
た
か
の
把
握
や
、
今
後
の
課
題
を
展
望
す
る

た
め
に
は
、
国
・
地
方
自
治
体
の
財
政
支
出
の
動
向
を
把
握
す
る

こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
考
察
の
対
象
期
間
は
、
本
稿
が
震

災
に
よ
る
経
済
的
打
撃
と
復
旧
復
興
の
マ
ク
ロ
経
済
的
動
向
を
把

握
す
る
こ
と
に
目
的
を
お
い
て
い
る
の
で
、
２
０
０
６
年
度
か
ら

２
０
１
７
年
度
ま
で
と
す
る
。

※
９

　

な
お
県
民
経
済
計
算
は
国
民
経
済
計
算
に
準
じ
て
作
成
さ
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
用
語
は
、
日
常
生
活
に
な
じ
み
の
な
い

場
合
が
少
な
く
な
く
、
福
島
県
の
県
民
経
済
計
算
で
解
説
さ
れ
て

い
な
い
場
合
も
多
い
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
、
内
閣
府
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
「
用
語
の
解
説
（
国
民
経
済
計
算10

※

）」
を
参
照
し
て
欲
し
い
。

に
落
ち
た
。
そ
の
後
、
復
旧
復
興
事
業
に
よ
っ
て
増
加
に
転
じ
、

２
０
１
６
年
度
に
は
約
８
・
１
兆
円
に
達
し
た
。
県
民
可
処
分
所

得12

※

は
、
２
０
０
６
年
度
の
約
６
・
８
兆
円
か
ら
減
少
し
、
２
０
１

０
年
度
に
は
約
６
・
３
兆
円
に
落
ち
た
。
震
災
直
後
の
２
０
１
１

年
度
は
約
７
・
３
兆
円
に
増
加
し
、
２
０
１
２
年
度
に
は
約
６
・

９
兆
円
に
一
旦
落
ち
る
が
、
そ
の
後
は
傾
向
と
し
て
増
加
し
、
２

０
１
６
年
度
に
は
約
８
・
３
兆
円
に
達
し
た
。
総
生
産
対
県
民
可

処
分
所
得
率
は
、
２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０
１
０
年
度
ま
で
は
、

82
㌫
〜
89
㌫
の
間
に
あ
っ
た
。
震
災
直
後
は
１
１
１
㌫
に
上
昇
し

た
が
、
そ
の
後
は
94
㌫
〜
１
０
１
㌫
の
間
を
推
移
し
た
。
震
災
前

よ
り
も
震
災
後
で
、
県
民
可
処
分
所
得
率
が
高
く
な
っ
た
。

　

同
様
な
動
き
は
、
県
内
総
生
産
対
資
本
勘
定
率
で
も
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
震
災
前
で
は
15
㌫
〜
21
㌫
で
あ
っ
た
の
が
、
震
災
後

で
は
よ
り
高
い
29
㌫
〜
41
㌫
の
範
囲
を
推
移
し
た
。県
外
勘
定
は
、

２
０
０
７
年
度
の
１
１
６
０
億
円
か
ら
２
０
１
０
年
度
に
は
６
８

７
億
円
に
ま
で
落
ち
た
。
２
０
１
１
年
度
か
ら
は
増
加
に
転
換
し
、

２
０
１
６
年
度
に
は
１
７
８
４
億
円
に
な
っ
た
。
ま
た
県
内
総
生

産
対
県
外
勘
定
率
は
、
２
０
１
０
年
度
ま
で
は
１
・
０
㌫
か
ら
１
・

５
㌫
で
あ
っ
た
が
、
２
０
１
１
年
か
ら
拡
大
に
転
じ
、
２
０
１
６

年
度
に
は
２
・
２
㌫
に
達
し
た
（
図
①
）。

　

総
生
産
は
民
間
部
門
の
粗
付
加
価
値
を
積
み
上
げ
た
も
の
で
あ

り
、
一
般
政
府
部
門
の
財
政
支
出
は
こ
れ
に
は
算
入
さ
れ
な
い
。

そ
こ
で
一
般
政
府
部
門
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
部
門
を
含
め
た
制
度
部
門
別
の

所
得
支
出
を
合
算
し
て
み
る
と
、
２
０
１
０
年
度
は
11
・
３
兆
円

で
あ
っ
た
。
そ
の
時
の
総
生
産
は
７
・
２
兆
円
で
あ
っ
た
の
で
、

制
度
部
門
所
得
支
出
総
額
（
以
下
、
制
度
総
額
）
は
そ
の
１
・
58

倍
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
総
額
は
、
２
０
１
１
年
度
後
、
急
速
に

伸
び
、
２
０
１
６
年
度
に
は
14
・
８
兆
円
に
達
し
た
。
そ
の
時
、

２
．
統
合
勘
定
│
県
内
総
生
産
／

県
民
可
処
分
所
得

　

福
島
県
内
総
生
産11

※

は
、震
災
以
前
で
は
２
０
０
６
年
度
の
約
８・

３
兆
円
か
ら
一
貫
し
て
減
少
し
、
２
０
１
０
年
度
は
約
７
・
２
兆

円
で
あ
っ
た
。
震
災
直
後
の
２
０
１
１
年
度
に
は
約
６
・
９
兆
円
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総
生
産
は
８
・
１
兆
円
で
あ
っ
た
の
で
、
総
生
産
対
比
で
も
１
・

82
倍
に
拡
大
し
て
い
た
。

　

制
度
総
額
は
、
震
災
前
で
は
約
９
８
０
０
億
円
か
ら
１
兆
７
０

０
億
円
の
間
を
推
移
し
た
。
震
災
後
に
は
２
兆
５
０
０
０
億
円
か

ら
２
兆
９
７
０
０
億
円
の
間
を
推
移
し
て
お
り
、
金
額
で
震
災
前

の
約
２
倍
と
な
っ
た
。
所
得
支
出
勘
定
対
資
本
勘
定
率
も
、
震
災

前
で
は
８
・
４
㌫
〜
11
・
０
㌫
で
あ
っ
た
の
が
、
震
災
後
に
は

17
・
８
㌫
〜
22
・
１
㌫
に
な
り
、
比
率
で
み
て
も
約
２
倍
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
震
災
復
興
対
応
で
財
政
支
出
が
高
ま
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
福
島
県
経
済
は
一
般
政
府
支
出
へ
の
依
存
を
高
め
、

ま
た
財
政
支
出
の
増
加
が
資
本
勘
定
の
増
加
に
つ
な
が
っ
た
の
で

あ
る
。

３　

経
済
主
体
別
所
得
支
出
勘
定

図②◆福島県内総生産と制度部門別所得支出勘定・資本勘定
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億円

図①◆福島県内総生産や県民可処分所得等の推移
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出所：福島県企画調整部統計課（2019）『福島県県民経済計算年報 平成29年（2017）年度』、
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/362778.pdf

出所：図①と同じ
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人
企
業
を
含
む
）
は
、
２
０
０
９
年
度
（
５
兆
３
１
３
１
億
円
）

ま
で
低
下
し
た
。
２
０
１
０
年
度
か
ら
は
緩
や
か
に
上
昇
し
、
２

０
１
６
年
度
に
は
５
兆
８
８
１
１
億
円
に
達
し
た
。
一
般
政
府
は

２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０
１
０
年
度
ま
で
は
、
４
兆
２
０
０
０
億

円
前
後
を
推
移
し
た
。
２
０
１
１
年
度
に
は
５
兆
５
５
３
０
億
円

に
跳
ね
上
が
り
、
そ
の
後
、
傾
向
的
に
上
昇
し
、
２
０
１
３
年
度

に
家
計
の
所
得
支
出
を
抜
き
、
２
０
１
６
年
度
に
は
６
兆
７
６
３

８
億
円
に
達
し
た
。
非
金
融
法
人
は
、
２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０

１
１
年
度
（
８
６
４
１
億
円
）
ま
で
減
少
し
た
。
２
０
１
２
年
度

以
降
は
上
昇
し
、
２
０
１
７
年
度
に
は
１
兆
６
７
２
３
億
円
に
回

復
し
た
。
金
融
機
関
は
、
２
０
０
６
年
度
か
ら
減
少
し
て
お
り
、

２
０
１
０
年
度
に
底
値
の
５
７
７
７
億
円
と
な
っ
た
。
２
０
１
１

年
度
か
ら
２
０
１
５
年
度
（
６
５
８
３
億
円
）
ま
で
は
上
昇
し
た

が
、
頭
打
ち
と
な
っ
た
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
、
２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０

０
９
年
度
（
７
７
８
億
円
）
ま
で
は
減
少
し
た
。
２
０
１
０
年
以

降
は
増
加
し
、
２
０
１
６
年
度
に
は
１
１
９
９
億
円
に
到
達
し
た

（
図
③
）。

　

こ
の
よ
う
に
支
払
勘
定
は
、
震
災
前
で
は
い
ず
れ
の
経
済
主
体

も
停
滞
な
い
し
は
低
下
し
て
い
た
の
が
、
震
災
直
後
か
ら
、
一
般

政
府
支
払
が
急
激
に
増
加
し
た
こ
と
が
、
支
払
全
体
を
底
上
げ
し

た
。
建
設
業
で
の
除
染
・
復
旧
事
業
は
非
金
融
法
人
の
支
払
を
刺

激
し
、
ま
た
家
計
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
支
払
を
底
上
げ
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
金
融
機
関
は
低
金
利
政
策
の
も
と
で
稼
ぎ
頭
で
あ
る

利
子
が
低
迷
し
た
こ
と
か
ら
、
支
払
は
伸
び
悩
ん
だ
。

（
２
）
経
済
主
体
別
受
取
勘
定

　

制
度
部
門
別
所
得
支
出
勘
定
（
受
取
）（
以
下
、
経
済
主
体
別
受

（
１
）
経
済
主
体
別
支
払
勘
定

　

制
度
部
門
別
、す
な
わ
ち
経
済
主
体
別
所
得
支
出
勘
定
（
支
払
）

（
以
下
、
支
払
勘
定
）
は
、
２
０
１
０
年
度
で
は
、
家
計
が
最
も

大
き
く
、５
兆
４
０
４
２
億
円
（
構
成
比
率
、47・７
㌫
）
で
あ
り
、

以
下
、
一
般
の
４
兆
１
６
９
２
億
円
（
36
・
９
㌫
）、
非
金
融
法
人

企
業
の
１
兆
８
１
４
億
円
（
９
・
５
㌫
）、
金
融
機
関
の
６
４
５
５

億
円
（
５
・
１
㌫
）
と
続
き
、
対
家
計
民
間
非
営
利
団
体
（
以
下
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
は
８
８
６
億
円
（
０
・
８
㌫
）
で
あ
っ
た
。

　

震
災
前
に
つ
い
て
は
、
最
も
構
成
比
率
が
高
か
っ
た
家
計
（
個図③◆経済主体別所得支出勘定（支払）の動向
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出所：図①と同じ
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※ 14）「その他の経常移転は、非生命純保険料、非
生命保険金、一般政府内の経常移転、経常国際協力、
他に分類されない経常移転（いずれも別項参照）か
ら成る。」 https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/
data/reference4/yougo_top.html

※ 13）「雇用者報酬は、生産活動から発生した付加
価値のうち、労働を提供した雇用者（employees）
への分配額を指すもので、第１次所得の配分勘定で
は、家計部門の受取にのみ計上される。雇用者とは、
市場生産者・非市場生産者を問わず生産活動に従事
する就業者のうち、個人事業主と無給の家族従業者
を除くすべての者であり、法人企業の役員、特別職
の公務員、議員等も含まれる。雇用者報酬は、内訳
として、「賃金・俸給」と「雇主の社会負担」に分かれ、
後者は更に「雇主の現実社会負担」と「雇主の帰属
社会負担」に分かれる。」https://www.esri.cao.
go.jp/jp/sna/data/reference4/yougo_top.html

取
勘
定
）
は
、
経
済
主
体
に

よ
っ
て
受
取
勘
定
項
目
の
構

成
が
違
っ
て
い
る
。
項
目
別

に
集
計
す
る
と
、
２
０
０
６

年
度
に
お
い
て
最
も
大
き
な

金
額
と
な
る
の
は
、
雇
用
者

報
酬13

※

で
あ
る
。
雇
用
者
報
酬

は
、
２
０
０
６
年
で
は
３
兆

６
１
２
１
億
円
で
あ
り
、
受

取
勘
定
全
体
の
29
・
４
㌫
を

占
め
た
。
そ
の
後
、
傾
向
と

し
て
低
下
し
、
２
０
１
１
年

度
で
は
３
兆
２
５
１
８
億
円

（
26
・
０
㌫
）
に
落
ち
た
。

２
０
１
２
年
度
か
ら
は
増
加

し
、
２
０
１
４
年
度
に
３
兆

５
０
１
３
億
円
と
な
っ
た
。

そ
の
後
も
３
兆
５
０
０
０
億

円
前
後
を
推
移
し
た
。
２
０

１
７
年
度
で
も
３
兆
５
０
８

２
億
円
で
あ
り
、
２
０
０
６

年
度
対
比
で
は
97
・
１
㌫
に

と
ど
ま
っ
た
（
図
④
）。

　

そ
の
他
の
経
常
移
転14

※

は
、

２
０
０
６
年
度
で
は
２
兆
６

３
５
１
億
円
で
あ
り
、
漸
増

し
て
２
０
１
０
年
度
に
は
２

兆
８
４
３
９
億
円
と
な
っ

出所：図①と同じ図④◆経済主体別受取勘定と源泉項目別状況
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た
。
そ
の
他
の
経
常
移
転
は
、
東
日
本
大
震
災
対
策
で
大
規
模
な

財
政
支
出
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
２
０
１
１
年
度
は
前
年
度
比

１
・
52
倍
の
４
兆
３
３
４
６
億
円
へ
と
跳
ね
上
が
っ
た
。
そ
の
後

も
変
動
は
あ
り
つ
つ
も
増
加
し
、
２
０
１
６
年
度
で
は
５
兆
４
７

２
億
円
に
な
り
、
２
０
１
０
年
度
対
比
で
は
１
・
77
倍
と
な
っ
た
。

２
０
１
７
年
度
で
は
４
兆
４
９
５
億
円
に
落
ち
た
が
、
そ
れ
で
も

雇
用
者
報
酬
を
か
な
り
上
回
っ
て
い
た
。
な
お
そ
の
他
の
経
常
移

転
は
、
一
般
政
府
受
取
勘
定
の
各
年
度
に
お
い
て
86
・
７
㌫
〜

92
・
７
㌫
を
占
め
た
。

　

営
業
余
剰
・
混
合
所
得
は
、
２
０
０
６
年
度
に
は
２
兆
１
０
３

４
億
円
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
貫
し
て
低
下
し
、
２
０
１
１
年
度

に
は
１
兆
２
２
３
６
億
円
に
落
ち
、
２
０
０
６
年
度
対
比
で
58
・

２
㌫
と
な
っ
た
。
２
０
１
２
年
度
以
降
、
上
昇
に
転
じ
、
２
０
１

７
年
度
に
は
１
兆
８
８
８
５
億
円
に
回
復
す
る
も
の
の
、
２
０
１

１
年
度
比
で
な
お
89
・
８
㌫
で
あ
っ
た
。

　

営
業
余
剰
・
混
合
所
得
は
、
非
金
融
法
人
、
金
融
機
関
、
家
計

の
３
つ
の
経
済
主
体
が
受
け
取
っ
て
い
る
。
非
金
融
法
人
の
営
業

余
剰
は
、
２
０
０
６
年
度
１
兆
３
３
６
１
億
円
か
ら
急
減
し
、
２

０
１
１
年
度
に
は
５
８
４
１
億
円
に
落
ち
た
。
そ
の
後
、
変
動
し

つ
つ
増
加
に
転
じ
た
が
、
２
０
１
７
年
度
で
も
１
兆
２
３
２
９
億

円
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
家
計
（
主
と
し
て
個
人
企
業
）
の
営
業

余
剰
・
混
合
所
得
は
、
２
０
０
６
年
で
は
５
６
１
８
億
円
で
あ
り
、

漸
次
低
下
し
、
２
０
１
１
年
度
に
は
５
２
７
７
億
円
と
な
っ
た
。

そ
の
後
は
上
昇
に
転
じ
、
変
動
し
つ
つ
、
２
０
１
５
年
度
に
は
５

６
３
３
億
円
と
な
っ
た
。
金
融
機
関
の
営
業
余
剰
は
、
２
０
０
６

年
度
が
最
も
高
く
、
１
９
９
２
億
円
で
あ
っ
た
。
２
０
１
１
年
度

ま
で
低
下
し
、
そ
の
後
は
上
昇
に
転
じ
た
が
、
２
０
１
７
年
度
で

も
１
１
９
８
億
円
に
と
ど
ま
り
、
２
０
０
６
年
度
水
準
に
は
た
ど

り
着
い
て
い
な
い
（
図
⑤
）。

　

財
産
所
得
は
、
２
０
０
７
年
の
１
兆
２
３
５
億
円
か
ら
減
少
し

て
２
０
１
０
年
度
に
は
８
２
１
６
億
円
と
な
っ
た
。
し
か
し
２
０

１
１
年
度
か
ら
は
上
昇
し
、
２
０
１
４
年
度
に
２
０
０
７
年
度
水

準
を
超
え
、
２
０
１
７
年
度
に
は
１
兆
１
３
８
７
億
円
と
な
っ
た
。

　

財
産
所
得
を
生
み
出
す
経
済
主
体
は
、
非
金
融
法
人
、
金
融
機

関
、
一
般
政
府
、
家
計
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
５
つ
す
べ
て
で
あ
る
。
最
も

大
き
な
割
合
を
占
め
る
の
は
金
融
機
関
で
あ
り
、
２
０
０
７
年
度

図⑤◆経済主体別営業余剰・混合所得の支払勘定
出所：図①と同じ
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の
３
３
８
６
億
円
か
ら
低
下
し
、
２
０
１
１
年
度
に
は
２
８
２
１

億
円
に
落
ち
た
。
そ
の
後
は
２
０
１
５
年
度
の
３
５
８
６
億
円
に

ま
で
回
復
し
た
が
、
そ
れ
以
上
に
は
増
加
し
て
い
な
い
。
家
計
は

２
０
０
６
年
度
の
３
１
２
５
億
円
か
ら
２
０
１
１
年
度
に
は
２
８

４
４
億
円
に
ま
で
落
ち
た
。
そ
の
後
は
上
昇
に
転
じ
、
２
０
１
４

年
度
に
は
２
０
０
６
年
度
水
準
を
超
え
、
２
０
１
７
年
度
に
は
３

４
０
２
億
円
と
な
っ
た
。
非
金
融
法
人
は
２
０
０
６
年
度
の
２
５

５
３
億
円
か
ら
２
０
０
８
年
度
に
は
１
８
９
７
億
円
の
底
値
に
落

ち
た
。
そ
の
後
、
緩
や
か
に
上
昇
し
た
が
、
２
０
１
１
年
度
か
ら

は
上
昇
角
度
が
大
き
く
な
り
、
２
０
１
７
年
度
に
は
３
６
５
２
億

円
と
な
り
、
５
つ
の
経
済
主
体
の
中
で
は
最
も
高
い
金
額
と
な
っ

た
。
一
般
政
府
の
財
産
所
得
は
、
２
０
０
６
年
度
の
９
７
１
億
円

か
ら
２
０
１
２
年
度
に
掛
け
て
減
少
し
、
底
値
の
５
９
０
億
円
に

な
っ
た
。
そ
の
後
は
２
０
１
５
年
度
の
７
８
９
億
円
に
ま
で
回
復

す
る
が
、
頭
打
ち
と
な
っ
て
い
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
財
産
所
得
は
２
０

０
６
年
度
か
ら
２
０
１
７
年
度
ま
で
、
40
億
円
前
後
を
推
移
し
た

（
図
⑥
）。

４
．
非
金
融
法
人
企
業
の
所
得
支
出
勘
定

（
１
）
非
金
融
法
人
の
支
払
勘
定

　

非
金
融
法
人
の
支
払
勘
定
は
、
財
産
所
得
、
所
得
・
富
等
に
課

さ
れ
る
経
常
税
、
そ
の
他
の
社
会
保
険
非
年
金
給
付
、
そ
の
他
の

経
常
移
転
、
貯
蓄
の
５
つ
の
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
支
払

勘
定
全
体
は
、
２
０
０
６
年
度
の
２
兆
３
９
６
億
円
か
ら
減
少
し
、

２
０
１
１
年
度
に
は
半
分
強
の
１
兆
１
９
７
６
億
円
と
な
っ
た
。

２
０
１
２
年
度
か
ら
２
０
１
３
年
度
に
掛
け
て
増
加
し
、
そ
の
後

は
１
兆
７
０
０
０
億
円
前
後
を
推
移
し
た
（
図
⑦
）。

　

非
金
融
法
人
の
支
払
勘
定
で
最
も
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る

項
目
は
貯
蓄
で
あ
る
。
貯
蓄
は
、
２
０
０
６
年
度
で
は
１
兆
３
１

８
４
億
円
で
非
金
融
法
人
支
払
勘
定
の
64
・
６
㌫
を
占
め
た
。
２

０
１
１
年
度
ま
で
は
、
増
減
し
つ
つ
も
低
下
傾
向
に
あ
っ
た
。
２

０
１
１
年
度
は
底
値
の
７
１
１
２
億
円
で
あ
り
、
２
０
１
３
年
度

に
掛
け
て
１
兆
円
台
に
回
復
し
た
が
、
そ
の
後
は
、
再
び
緩
や
か

図⑥◆経済主体別財産所得の支払勘定
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NPO ⾮⾦融法⼈ ⾦融機関 ⼀般政府 家計

億円

出所：図①と同じ
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に
低
下
し
、
２
０
１
７
年
度
に
は
９
１
６
５
億
円
に
落
ち
た
。
支

払
勘
定
に
お
け
る
割
合
も
低
下
し
て
、
54
・
８
㌫
に
落
ち
た
。

　

非
金
融
法
人
の
財
産
所
得
は
、
支
払
勘
定
で
２
番
目
に
大
き
な

項
目
で
あ
り
、
２
０
０
６
年
度
で
は
４
１
０
５
億
円
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
減
少
し
、
震
災
直
前
の
２
０
１
０
年
度
で
は
２
７
３
０

億
円
ま
で
は
低
下
し
た
。
２
０
１
１
年
度
後
に
は
上
昇
に
転
じ
、

２
０
１
７
年
度
に
は
４
４
９
４
億
円
に
達
し
、
２
０
０
６
年
度
水

準
を
上
回
っ
た
。

　

こ
の
財
産
所
得
（
支
払
）
は
、
利
子
、
法
人
企
業
の
分
配
所
得
、

賃
貸
料
、
帰
属
投
資
所
得
の
４
つ
の
細
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

法
人
企
業
の
分
配
所
得
は
、
２
０
０
６
年
度
で
は
財
産
所
得
の

64
・
２
㌫
を
占
め
、
そ
の
後
、
低
下
し
、
２
０
１
０
年
度
に
は

58
・
０
㌫
に
落
ち
た
。
２
０
１
１
年
度
か
ら
比
率
が
一
貫
し
て
拡

大
し
、
２
０
１
７
年
度
に
は
79
・
１
㌫
に
な
っ
た
（
図
⑧
）。

　

こ
の
動
き
に
は
利
子
の
動
き
が
影
響
し
て
い
る
。
２
０
１
０
年

度
ま
で
は
非
金
融
法
人
の
支
払
全
体
が
低
下
し
て
も
、
そ
の
構
成

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

財産所得 所得・富等に課される経常税

その他の社会保険非年金給付 その他の経常移転

貯蓄

億円

図⑦◆非金融法人支払勘定と源泉項目
出所：出所：図①と同じ
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利⼦ 法⼈企業の分配所得

保険契約者に帰属する投資所得 賃貸料

財産所得（受取）（右軸）

億円

図⑧◆非金融法人財産所得の支払勘定と源泉細目
注１）法人企業の分配所得には、海外直接投資に関する再投資収益を含む　
出所：図①と同じ
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※ 15）非金融法人での営業余剰とは、生産活動から
発生した付加価値のうち、資本を提供した企業部門
の貢献分を指し、県内雇用者報酬、固定資本減耗、
生産・輸入品に課される税（控除）補助金などを差
し引いたものである。

※ 16）『国民経済計算』の場合は、「その他の経常移
転は、非生命純保険料、非生命保険金、一般政府内
の経常移転、経常国際協力、他に分類されない経常
移転から成る。」（https://www.esri.cao.go.jp/jp/
sna/data/reference4/yougo_top.html）

比
率
は
高
ま
っ
た
。
２
０
１
１
年
度
以
降
で
は
、
一
方
で
は
復
旧
・

復
興
事
業
か
ら
の
企
業
の
分
配
所
得
が
増
加
す
る
と
い
う
正
の
影

響
を
受
け
つ
つ
も
、
他
方
で
は
安
倍
政
権
と
日
本
銀
行
に
よ
る
ゼ

ロ
金
利
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
政
策
に
よ
る
、
よ
り
大
き
な
負
の
影
響

を
受
け
て
、利
子
の
地
位
は
低
下
し
た
。
賃
貸
料
の
構
成
比
率
は
、

ほ
ぼ
９
㌫
〜
11
㌫
の
間
を
推
移
し
て
お
り
、
震
災
の
影
響
は
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
非
金
融
法
人
の
財
産
所
得
支
払

勘
定
は
、
震
災
前
に
減
少
傾
向
、
震
災
後
は
増
加
傾
向
と
な
り
、

そ
の
増
加
は
主
と
し
て
法
人
企
業
の
分
配
所
得
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
。

　

支
払
勘
定
項
目
で
第
３
位
に
位
置
す
る
所
得
・
富
等
に
課
さ
れ

る
経
常
税
は
、
２
０
０
６
年
度
で
２
６
６
８
億
円
で
あ
り
、
支
払

勘
定
に
お
け
る
比
率
は
13
・
１
㌫
で
あ
っ
た
。
２
０
０
７
年
度
に

は
２
９
２
９
億
円
と
頂
値
と
な
っ
た
が
、
２
０
０
９
年
度
ま
で
減

少
し
、
底
値
１
４
４
５
億
円
と
な
っ
た
。
そ
の
後
は
、
増
加
し
、

２
０
１
６
年
度
に
は
２
６
４
５
億
円
ま
で
回
復
し
た
。
こ
の
経
常

税
に
は
、
２
０
１
３
年
１
月
か
ら
２
・
１
㌫
相
当
額
の
復
興
特
別

所
得
税
が
付
加
さ
れ
、
２
０
１
４
年
４
月
か
ら
消
費
税
が
５
㌫
か

ら
８
㌫
に
引
き
上
げ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
２
０
１
２
年

度
及
び
２
０
１
４
年
度
か
ら
負
荷
の
影
響
が
出
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
経
常
移
転
は
、
２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０
１
０
年
度

ま
で
は
２
０
０
億
円
台
を
推
移
し
た
が
、
２
０
１
１
年
度
か
ら
２

０
１
７
年
度
に
掛
け
て
は
３
０
０
億
円
台
を
推
移
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
上
昇
に
は
震
災
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

よ
り
詳
細
な
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
確
定
は
出
来
な

い
。

　

そ
の
他
の
社
会
保
険
非
年
金
給
付
は
、
２
０
０
６
年
度
の
１
６

２
億
円
が
頂
値
で
あ
り
、
そ
の
後
、
減
少
し
て
２
０
１
１
年
度
に

底
値
85
億
円
に
落
ち
た
。
２
０
１
２
年
度
以
降
は
90
億
円
前
後
で

推
移
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
非
金
融
法
人
支
払
勘
定
は
、
源
泉
項
目
の
順
位
と

し
て
変
化
は
な
い
も
の
の
、
震
災
を
契
機
と
し
て
、
一
方
で
は
貯

蓄
へ
の
依
存
が
下
が
り
、
他
方
で
は
財
産
所
得
や
諸
税
支
払
（
負

荷
）
が
大
き
く
な
る
兆
し
を
読
む
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
諸
税
に
つ
い
て
は
、
復
興
特
別
所
得
税
の
２
・
１
㌫
負

荷
の
み
な
ら
ず
消
費
税
が
８
㌫
に
上
昇
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い

る
。

（
２
）
非
金
融
法
人
の
受
取
勘
定

　

非
金
融
法
人
の
受
取
勘
定
で
最
も
大
き
な
比
率
を
占
め
る
の
は

営
業
余
剰15

※

で
あ
り
、
２
０
０
６
年
度
で
は
84
・
５
㌫
と
い
う
圧
倒

的
な
比
率
を
占
め
た
。
こ
れ
に
財
産
所
得
12
・
５
㌫
、
そ
の
他
の

経
常
移
転16

※

 

４
・
１
㌫
が
続
い
た
。
そ
の
構
成
の
変
化
は
、
２
０
１

１
年
度
以
降
で
は
営
業
余
剰
の
比
率
が
低
下
し
、
財
産
所
得
の
比

率
が
上
昇
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
他
の
経
常
移
転
の
比
率
は
震

災
前
に
一
旦
は
若
干
上
昇
し
た
が
、
震
災
後
は
傾
向
的
に
低
下
し

て
い
る
。
な
お
雇
主
の
帰
属
社
会
負
担
は
震
災
前
で
は
低
下
し
、

震
災
後
は
ほ
ぼ
安
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
構
成
比
率
と
し
て
は
、

１
㌫
未
満
を
推
移
し
た
（
図
⑨
）。

　

非
金
融
法
人
の
所
得
支
出
を
、「
受
取－

支
払
」
勘
定
と
し
て
観

察
す
る
と
、
全
体
と
し
て
は
一
貫
し
て
受
取
超
で
あ
る
。
こ
れ
を

項
目
別
で
み
る
と
、
２
０
１
３
年
度
に
利
子
で
質
的
な
転
換
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
受
取
超
か
ら
支
払
超
に
逆
転
し
た
こ
と
で
あ
り
、

し
か
も
そ
の
支
払
超
の
幅
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
非
金

融
法
人
は
マ
イ
ナ
ス
金
利
政
策
の
下
で
、
利
子
支
払
超
を
法
人
分



133 2020.12

配
所
得
等
で
埋
め
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
⑩
）。
そ
し
て
受
取
超

の
財
産
所
得
は
、
本
稿
で
は
検
討
し
な
い
が
、
制
度
部
門
別
資
本

勘
定
に
回
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

５
．
金
融
機
関
の
所
得
支
出
勘
定

（
１
）
金
融
機
関
の
支
払
勘
定

　

金
融
機
関
部
門
別
所
得
支
出
勘
定
（
支
払
）（
以
下
、
金
融
機
関

支
払
勘
定
）
は
、
財
産
所
得
、
所
得
・
富
等
に
課
さ
れ
る
経
常
税
、

現
物
社
会
移
転
以
外
の
社
会
給
付
、
そ
の
他
の
経
常
移
転
、
年
金

受
給
権
の
変
動
調
整
、
貯
蓄
の
６
つ
の
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。
支
払
勘
定
は
２
０
０
６
年
度
か
ら
減
少
し
、
２
０
１
０
年
度

に
は
５
７
７
７
億
円
に
落
ち
た
。
し
か
し
２
０
１
１
年
度
に
上
昇

に
転
じ
、
２
０
１
５
年
度
に
は
６
５
８
３
億
円
に
到
達
し
た
。
震

図⑨◆非金融法人受取勘定と源泉項目
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出所：図①と同じ
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図⑩◆非金融法人の支出所得（受取－支払）勘定
注１）法人企業の分配所得には、海外直接投資に関する再投資収益を含む。
注２）除く、財産所得には、保険契約者に帰属する投資所得を含む　出所：図①と同じ
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災
が
金
融
機
関
の
支
払
勘
定
の
落
ち
込
み
を
回
避
さ
せ
た
。

　

こ
の
支
払
勘
定
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
の
が
、
財
産
所

得
の
動
き
で
あ
る
。
財
産
所
得
は
２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０
１
７

年
度
の
12
年
間
で
は
、
２
０
０
７
年
度
が
４
１
２
０
億
円
で
最
も

大
き
く
、
し
か
も
支
払
全
体
に
占
め
る
割
合
は
55
・
２
㌫
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
減
少
し
、
２
０
１
１
年
度
に
は
２
９
４
８
億
円
と
な

り
、
支
払
全
体
に
し
め
る
割
合
も
49
・
９
㌫
に
下
が
っ
た
。
２
０

１
２
年
度
か
ら
は
増
加
に
転
じ
、
２
０
１
５
年
度
に
は
３
７
６
０

億
円
に
回
復
し
、
支
払
全
体
に
し
め
る
割
合
も
57
・
４
㌫
と
な
っ

た
。
２
０
１
６
年
度
か
ら
２
０
１
７
年
度
に
掛
け
て
は
落
ち
た
の

で
、
震
災
の
復
旧
復
興
の
事
業
効
果
が
薄
れ
始
め
た
と
思
わ
れ
る

（
図
⑪
）。

　

現
物
社
会
移
転
以
外
の
社
会
給
付
は
、
支
払
勘
定
に
占
め
る
割

合
が
２
番
目
に
大
き
い
。
２
０
０
６
年
度
は
最
も
低
い
１
０
０
９

億
円
で
あ
り
、
そ
の
後
、
増
加
し
た
。
２
０
１
２
年
度
に
は
１
２

７
４
億
円
に
達
し
た
が
、
減
少
し
て
２
０
１
７
年
度
に
は
１
０
３

９
億
円
と
な
っ
た
。

　

貯
蓄
は
、
２
０
０
７
年
度
が
最
も
多
い
１
２
４
９
億
円
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
増
減
し
な
が
ら
低
下
し
、
２
０
１
２
年
度
に
は
６

４
３
億
円
に
落
ち
た
。
２
０
１
３
年
度
か
ら
は
増
加
に
転
じ
、
２

０
１
５
年
度
の
８
５
５
億
円
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
後
は
、
減
少

に
転
じ
、
２
０
１
７
年
度
は
２
０
１
２
年
度
と
同
じ
水
準
に
ま
で

落
ち
た
。

　

そ
の
他
の
経
常
移
転
は
、
２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０
１
６
年
度

の
間
で
は
、
２
０
１
１
年
度
の
１
０
１
５
億
円
を
除
き
、
８
０
０

億
円
前
後
を
推
移
し
た
。

　

所
得
・
富
等
に
課
さ
れ
る
経
常
税
は
、
２
０
０
７
年
度
が
頂
値

の
２
９
２
９
億
円
で
あ
り
、
そ
の
直
後
に
減
少
し
て
、
２
０
０
８

年
度
に
は
底
値
の
１
４
４
５
億
円
に
な
っ
た
。
２
０
０
９
年
度
か

ら
は
増
加
に
転
じ
、
２
０
１
６
年
度
に
２
６
４
５
億
円
と
な
っ
た
。

し
か
し
２
０
０
７
年
度
水
準
ま
で
は
回
復
し
て
い
な
い
。

　

年
金
受
給
権
の
変
動
調
整
は
、
２
０
０
６
年
度
で
は
プ
ラ
ス
で

あ
っ
た
。
２
０
０
７
年
度
か
ら
は
マ
イ
ナ
ス
に
な
り
、
そ
の
マ
イ

ナ
ス
額
は
、
２
０
０
９
年
度
以
降
２
０
１
６
年
度
ま
で
は
▲
２
０

０
億
円
〜
▲
３
０
０
億
円
台
で
あ
っ
た
。
な
お
こ
の
マ
イ
ナ
ス
額

は
県
民
経
済
計
算
で
は
、「『
年
金
受
給
権
』
と
い
う
家
計
部
門
に
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図⑪◆金融機関の支払勘定と源泉項目
注１）法人企業の分配所得には、海外直接投資に関する再投資収益を含む。
出所：図①と同じ
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と
っ
て
の
金
融
資
産
の
蓄
積
」
と
い
う
意
味
が
持
た
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
金
融
機
関
の
受
取
勘
定

　

金
融
機
関
の
受
取
勘
定
で
、
最
も
大
き
な
源
泉
は
財
産
所
得
で

あ
る
。
受
取
財
産
所
得
は
、
震
災
前
で
最
も
高
か
っ
た
の
は
２
０

０
７
年
度
３
６
６
４
億
円
で
あ
り
、
全
体
の
49
・
１
㌫
を
占
め
た
。

そ
の
後
、
受
取
財
産
所
得
は
低
下
し
、
２
０
１
１
年
度
に
は
２
８

２
１
億
円
に
落
ち
た
。
２
０
１
２
年
度
か
ら
増
加
に
転
じ
、
２
０

１
５
年
度
に
３
５
８
６
億
円
と
な
っ
た
が
、
な
お
２
０
０
７
年
度

水
準
に
は
回
復
し
て
い
な
い
。

　

営
業
余
剰
は
、
２
０
０
６
年
度
の
１
９
９
２
億
円
か
ら
減
少
し

て
、
２
０
１
１
年
度
に
は
１
１
１
８
億
円
に
落
ち
た
。
そ
の
後
、

増
加
に
転
じ
た
も
の
の
、
２
０
１
７
年
度
で
１
１
９
６
億
円
で
あ

り
、
な
お
低
い
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

純
社
会
負
担
は
、
２
０
０
６
年
度
の
１
０
５
８
億
円
か
ら
２
０

１
７
年
度
ま
で
、
一
貫
し
て
低
下
し
続
け
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
経
常
移
転
（
受
取
）
は
、
２
０
０
６
年
で
は
８
４
４

億
円
で
あ
り
、
そ
の
後
増
加
し
、
２
０
１
１
年
度
に
は
１
０
２
４

億
円
と
い
う
頂
点
達
し
た
。
震
災
の
影
響
で
増
加
し
た
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
、
金
融
機
関
受
取
勘
定
は
、
震
災
を
挟
ん
で
金
融
機

関
の
体
力
が
低
下
し
て
お
り
、
震
災
復
興
で
の
政
府
支
出
が
そ
れ

を
下
支
え
し
た
も
の
の
、
そ
の
支
出
が
少
な
く
な
れ
ば
、
長
期
凋

落
ト
レ
ン
ド
が
再
び
表
面
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
（
図
⑫
）。

（
３
）
金
融
機
関
の
財
産
所
得
受
取
勘
定
の
源
泉
項
目

　

金
融
機
関
の
中
期
的
凋
落
ト
レ
ン
ド
を
更
に
細
か
く
見
て
い
こ

う
。
金
融
機
関
の
財
産
所
得
受
取
勘
定
は
、
２
０
０
７
年
度
が
３

６
６
４
億
円
で
最
も
高
く
、
そ
の
後
、
２
０
１
０
年
度
に
底
値
２

８
２
６
億
円
と
な
っ
た
。
し
か
し
２
０
１
１
年
度
か
ら
は
上
昇
し
、

２
０
１
５
年
度
に
は
３
５
７
７
億
円
に
ま
で
回
復
し
た
。
と
こ
ろ

で
財
産
所
得
（
受
取
）
は
、
利
子
、
法
人
企
業
の
分
配
所
得
、
そ

の
他
の
投
資
所
得
の
３
つ
の
細
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
う
ち
利
子
は
、
か
つ
て
財
産
所
得
（
受
取
）
の
最
大
の
源

泉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
２
０
０
６
年
度
以
降
、
傾
向
と
し
て
減
少
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図⑫◆金融機関の受取勘定と源泉項目
出所：図①と同じ
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し
た
。
利
子
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
２
０
０
７
年
度
の
２
６
９

０
億
円
で
あ
り
、
２
０
１
２
年
度
に
は
１
９
８
７
億
円
、
そ
し
て

２
０
１
７
年
度
に
は
１
６
６
５
億
円
に
下
が
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
法
人
企
業
の
分
配
所
得
は
、
２
０
０
６
年
度
の

１
０
４
７
億
円
か
ら
２
０
１
０
年
度
に
は
７
５
６
億
円
に
落
ち

た
。
２
０
１
１
年
度
か
ら
は
、
そ
れ
以
前
の
低
減
を
上
回
る
勢
い

で
増
加
し
、
２
０
１
５
年
度
に
は
１
７
０
６
億
円
に
達
し
た
。

　

そ
の
他
の
投
資
所
得
は
、
２
０
１
０
年
度
ま
で
は
１
億
円
程
度

で
あ
っ
た
が
、
２
０
１
１
年
度
以
降
は
30
〜
60
億
円
へ
と
大
き
く

増
加
し
た
。
そ
の
他
の
投
資
所
得
の
細
目
を
み
る
と
、
上
昇
分
の

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
投
資
信
託
投
資
に
帰
属
す
る
投
資
所
得
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
保
険
契
約
者
に
帰
属
す
る
投

資
所
得
は
財
産
所
得
（
受
取
）
の
動
き
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
し
て

い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
金
融
機
関
の
財
産
所
得
受
取
勘
定
は
、
低
金
利

政
策
、
更
に
は
マ
イ
ナ
ス
金
利
政
策
の
下
で
長
期
的
な
凋
落
ト
レ

ン
ド
に
あ
っ
た
の
が
、
震
災
に
起
因
す
る
法
人
企
業
の
分
配
所
得

の
増
加
に
よ
っ
て
一
息
つ
い
た
状
況
に
あ
る
。
利
子
（
受
取
）
の

困
難
さ
の
中
で
、
金
融
機
関
に
は
新
た
な
収
益
部
門
の
拡
大
が
求

め
ら
れ
て
い
る
（
図
⑬
）。

　

金
融
機
関
の
財
産
受
取
勘
定
に
お
け
る
純
社
会
負
担
支
出
が

最
も
大
き
か
っ
た
の
は
、
２
０
０
６
年
度
１
０
５
８
億
円
で
あ
り
、

そ
の
後
減
少
し
、
２
０
１
６
年
度
に
は
８
８
３
億
円
と
な
っ
た
。

こ
の
純
社
会
負
担
支
出
（
受
取
）
は
、
雇
主
の
現
実
社
会
負
担
、

雇
主
の
帰
属
社
会
負
担
、
家
計
の
現
実
社
会
負
担
、
家
計
の
追
加

社
会
負
担
、
年
金
制
度
の
手
数
料
（
控
除
）
の
５
つ
の
細
目
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

雇
主
の
現
実
社
会
負
担
は
、
２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０
１
２
年

度
に
掛
け
て
、
７
７
８
億
円
か
ら
９
１
５
億
円
に
増
加
し
た
。
そ

の
後
は
減
少
し
、
２
０
１
７
年
度
に
は
７
９
４
億
円
に
落
ち
た
。

　

雇
主
の
帰
属
社
会
負
担
も
、
同
様
に
、
２
０
０
６
年
度
か
ら
２

０
１
２
年
度
に
掛
け
て
は
、
▲
92
億
円
か
ら
▲
２
７
７
億
円
へ
と

３
倍
弱
の
落
ち
込
み
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
は
元
に
戻
る
様
相
を
み

せ
、
２
０
１
７
年
度
で
は
▲
１
４
４
億
円
に
な
っ
た
。

　

家
計
の
現
実
社
会
負
担
は
、
雇
主
の
諸
負
担
と
は
逆
の
方
向
に

動
い
た
。
２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０
１
４
年
度
に
掛
け
て
は
、
73
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図⑬◆金融機関の財産所得受取勘定と源泉細目
注１）法人企業の分配所得には、海外直接投資に関する再投資収益を含む。
出所：図①と同じ
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億
円
か
ら
53
億
円
に
減
少
し
た
。
そ
の
後
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が

増
加
に
転
じ
、
２
０
１
７
年
度
に
67
億
円
に
な
っ
た
。

　

家
計
の
追
加
社
会
負
担
の
動
き
は
、
家
計
の
現
実
社
会
負
担
と

類
似
し
て
い
る
が
、
違
い
は
一
貫
し
て
減
少
し
た
こ
と
に
あ
る
。

２
０
０
６
年
度
は
３
３
４
億
円
で
あ
っ
た
の
が
、
２
０
１
１
年
度

に
は
２
８
６
億
円
、
そ
し
て
２
０
１
７
年
度
は
１
３
５
億
円
に
減

少
し
た
。

　

年
金
制
度
手
数
料
（
控
除
）
は
、
２
０
０
６
年
度
35
億
円
か
ら

２
０
１
１
年
度
29
億
円
に
減
少
し
た
。
そ
の
後
は
２
０
１
４
年
度

ま
で
増
加
し
、
２
０
１
７
年
度
に
掛
け
て
は
減
少
し
た
。

　

か
く
し
て
金
融
機
関
社
会
負
担
支
出
（
受
取
）
は
雇
主
の
負
担

比
率
が
上
昇
す
る
一
方
で
、
家
計
の
負
担
が
低
下
し
て
い
る
（
図

⑭
）。

　

金
融
機
関
の
そ
の
他
経
常
移
転
（
受
取
）
は
、
非
生
命
純
保
険

料
と
非
生
命
保
険
金
と
を
源
泉
細
目
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
経
常

移
転
（
受
取
）
は
、
２
０
１
１
年
度
を
除
く
と
、
７
０
０
〜
８
０

０
億
円
台
を
推
移
し
た
。
２
０
１
１
年
度
は
９
８
５
億
円
と
突
出

し
、
震
災
前
後
よ
り
も
２
０
０
億
円
程
度
高
く
な
っ
て
い
る
。
な

お
、
そ
の
他
の
経
常
移
転
の
源
泉
細
目
で
は
、
非
生
命
保
険
料
が

２
０
０
６
年
度
か
ら
２
０
１
１
年
度
ま
で
は
89
・
４
㌫
〜
93
・
２

㌫
の
間
を
推
移
し
た
が
、
そ
の
後
は
よ
り
高
い
水
準
の
94
・
２
㌫

〜
98
・
２
㌫
推
移
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
金
融
機
関
は
、
そ
の
所
得
支
出
勘
定
に
お
い
て
、

震
災
前
に
お
い
て
人
口
の
減
少
と
高
齢
化
と
い
う
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン

タ
ル
の
動
き
を
受
け
て
低
下
し
て
お
り
、
震
災
復
旧
復
興
に
か
か

わ
る
経
済
計
算
的
影
響
は
、
中
期
的
に
は
、
そ
の
支
払
勘
定
の
低

下
を
一
時
的
に
緩
和
す
る
と
い
う
役
割
が
あ
っ
た
。

　

※
本
稿
は
誌
面
構
成
の
都
合
上
、
以
下
を
次
号
に
て
掲

載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
次
号
は
引
き
続
き
「
６
．一
般
政
府

の
所
得
支
出
勘
定
」「
７
．家
計
の
所
得
支
出
勘
定
」「
８
．

対
家
計
非
営
利
団
体
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
）
の
所
得
支
出
勘
定
」
を

考
察
し
、
総
論
に
入
り
ま
す
。

図⑭◆金融機関の純社会負担受取勘定と源泉項目
出所：図①と同じ
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